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第 １１ 回 第 １ 農 地 部 会 議 事 録 

 

日      時  平成２６年１１月２０日（木）午前１０時００分 

 

場      所  津市河芸庁舎 ３階 防災本部室 

 

出 席 部 会 委 員   1 池田
い け だ

 長
なが

義
よし

・ 2 太田
お お た

 義
よし

政
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 ・ 3 森
もり

   恒
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・ 5 青木
あ お き

 正司
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6 赤塚
あかつか
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 ・ 7 伊藤
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 征一
せいいち

 ・ 9 大田
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・10 奥山
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 勘五郎
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13 丹羽
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・14 前田
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 紀男
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 ・15 杉谷
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・22 中 林
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以上１７名 

 

欠 席 委 員 

 

出席部会員外委員  会長 守山
もりやま

 孝之
たかゆき

 

 

議      長  第１農地部会長 伊藤 征一 

 

事 務 局 職 員  飯田事務局長・鈴村次長・竹田主査 

 

総 合 支 所   河芸：服部主査 美里：中野主査 安濃：北角担当主幹 

          芸濃：後藤副主幹 香良洲：中山担当副主幹 

 

議 事 録 署 名 者  １ 池田
い け だ

 長
なが

義
よし

・１４ 前田
ま え だ

 紀男
の り お

 

 

事      項 

 報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

 報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

 報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について 

 報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権移転） 

 報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（賃貸借権） 

 報告第６号 買受適格証明願（競売）について 

 報告第７号 時効取得による所有権の移転について 

 

 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

                          （農業委員会許可・所有権移転） 

 議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請取消願について 

                                （農業委員会許可） 

 議案第３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について（農業委員会許可） 

 議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

                          （農業委員会許可・所有権移転） 

 議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

                           （農業委員会許可・賃貸借権） 

 議案第６号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 
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                           （農業委員会許可・使用貸借） 

 議案第７号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の決定に 

       ついて（別冊） 

 

 

議   事   の   大   要 

 

議  長   それでは第１１回農地部会を開催させていただきます。 

       本日の欠席はなしで、全員出席でございます。 

       それでは、議事録署名者を私のほうから指名させていただきます。 

       １番 池田委員、１４番 前田委員、よろしくお願いします。。 

それでは、まず初めに、会長の専決等の報告事項に入ります。報告１号から

７号まで、事務局から一括して報告をお願いいたします。 

 

事 務 局   それでは、議案書の１ページから３ページをお願いいたします。 

       報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知についてでございま

す。 

       番号１から１８で、３ページになりますが、合計で件数は１８件、合計面積

は７１，５９２．９１㎡、このうち田が６２，８３１㎡、畑が 

８，７６１．９１㎡でございます。これらにつきましては、農地の賃貸借を、

貸し人、借り人、双方の合意により解約をしたものであります。 

       ４ページから８ページをお願いいたします。 

       報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出についてでございま

す。 

       番号１から１４で、８ページになりますが、合計で件数は１４件、面積は 

４４，６３７．８２㎡で、その内訳としまして、田が３３，９８０㎡、畑が 

１０，６５７．８２㎡でございます。これらにつきましては、相続の届出でご

ざいまして、あっせんの希望はありませんでした。 

       なお、現況地目が宅地になっているところにつきましては、無断転用の可能

性がありますので、届け出人に対して指導しております。 

       ９ページをお願いいたします。 

       報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出についてでござい

ます。 

       番号１は長屋住宅用地、番号２は一般個人住宅用地、番号３は進入路用地、

番号４は物置、駐車場、進入路用地、番号５は一般個人住宅用地、以上、件数

は５件で、合計面積は２，５９７㎡、このうち田が１，２８５㎡、畑が  

１，３１２㎡でございます。 

       １０ページをお願いいたします。 

       報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権

移転）でございます。 

       番号１は駐車場用地、番号２は一般個人住宅用地、番号３は駐車場用地、番

号４は一般個人住宅用地、番号５は駐車場用地、以上、件数は５件で、合計面

積は２，３９８㎡、この内訳は田が１，６８２㎡、畑が７１６㎡でございま

す。 

       １１ページをお願いいたします。 

       報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（使用貸
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借）でございます。 

       番号１及び番号２は長屋住宅用地、番号３は駐車場、資材置き場用地、以

上、件数は３件で、合計面積は２，０７７㎡、この内訳は、田が１，８７３

㎡、畑が２０４㎡でございます。 

       １２ページをお願いいたします。 

       報告第６号 買受適格証明願（競売）についてでございます。 

       番号１、津地方裁判所が行う不動産競売に参加するための買受適格証明でご

ざいます。この案件につきましては、駐車場用地として取得しようとするもの

で、市街化区域内農地のために、願い出人から農地法第５条第１項第６号の届

け出も同時に出ております。 

       以上、件数はこの１件で、面積は田で９７２㎡でございます。 

       １３ページをお願いしたします。 

       報告第７号 時効取得による所有権の移転についてでございます。 

       番号１、権利者     、取得年月日 平成６年６月１５日の１件で、面

積は畑で７０㎡でございます。 

       権利者は２０年以上にわたりこの土地を耕作、管理しており、義務者であり

ます    も合意しておりますことから、取得時効が完成していると判断さ

れるものであります。 

       報告案件につきまして、以上で説明を終わります。よろしくお願いいたしま

す。 

 

議  長   事務局より報告があったとおりでございますので、よろしくお願いします。 

 それでは、議案事項に入ります。 

 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許可 

・所有権移転）事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   それでは、議案書の１４ページをお願いいたします。 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許

可・所有権移転）でございます。 

       番号１、地区 安東、受け人     、面積 ４，４７０㎡、渡し

人      、面積 ２，３０７㎡、申請地 安東町大土井    、台帳

地目・現況地目とも田で、面積 ８０８㎡、外１筆で、合計面積 １，３１７

㎡です。これにつきましては、受け人は、耕作に便利であることから、渡し人

に要望して申請地を譲り受けるものです。 

       番号２、地区 椋本、受け人     、面積 １２，４６１㎡、渡し

人     、面積 １，５９３㎡、申請地 芸濃町椋本下モ田    、台

帳地目・現況地目とも田で、面積が７６４㎡。これにつきましては、受け人

は、耕作に便利であることから、高齢化のため労力不足の渡し人から申請地を

譲り受けるものです。 

       番号３、地区 安濃、受け人     、面積 ２５，１８６㎡、渡し

人     、面積 ５３４㎡、申請地 安濃町安濃杉本    、台帳地

目・現況地目とも畑で、面積 １７３㎡。これにつきましては、受け人は、遠

方のため営農を縮小する渡し人から申請地を譲り受け、営農を拡大するもので

す。 

       以上、件数は３件で、合計面積は２，２５４㎡、その内訳は、田が 

２，０８１㎡、畑が１７３㎡でございます。いずれの案件も、農業をまじめに
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行い、農機具も保有しており、周辺の農地に影響もなく、農地法第３条第２項

各号には該当しないため、許可要件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局から説明があったとおりでございます。 

       それでは地元委員さんのご意見を伺います。１番、安東。 

 

太田委員   ２番 太田です。今、事務局の説明のとおりでございまして、問題ございま

せん。許可のほう、お願いいたします。 

 

議  長   ２番、椋本。 

 

田中委員   １６番 田中です。    といいまして、たくさんの花木をつくってみえ

まして、その隣の地続きの田んぼでございまして、問題ございませんので、よ

ろしくお願いします。 

 

議  長   ３番、安濃。 

 

中林委員   ２２番 中林。受け人の    は非常に農業に熱心な方でございまして、

事務局の説明どおり営農拡大ということで、よろしく許可のほどをお願いいた

します。 

 

議  長   地元委員さんからは異議のない旨の発言がございました。皆さんいかがでご

ざいましょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   はい、ありがとうございます。 

       それでは異議なしと認め、議案第１号については、許可をすることに決定い

たしました。 

       次に、議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請取消願につい

て（農業委員会許可）事務局の説明をお願いいたします。 

 

事 務 局   それでは、１５ページをお願いいたします。 

       議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請取消願について（農

業委員会許可）でございます。 

       番号１、地区 草生、申請者     、申請地 安濃町草生野端   、

台帳地目 畑、現況地目 雑種地、面積 ７９１㎡、外１筆で、合計面積 

１，０５２㎡です。これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地に転用

する目的で、平成２６年３月２４日に許可をした案件ですが、配置計画の変更

により土地の一部が不要になったということから、許可の取り消し願が提出さ

れております。 

       なお、新たな農地を含めた転用許可申請が議案第３号で提出されておりま

す。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   それでは、地元委員さんのご意見を伺います。１番、草生。 
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平井委員   ２３番 平井です。事務局の説明のように、議案３号と関連いたしますが、

一切問題ございませんので、よろしくお願いいたします。 

 

議  長   地元委員さんからは異議のない旨の発言がございました。皆さんいかがでご

ざいましょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   はい、ありがとうございます。 

       それでは、異議なしと認め、議案第２号については、許可をすることに決定

をいたします。 

       次に議案第３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について（農業

委員会許可）ですが、番号６に関しましては、    委員に関係する案件で

ございます。農業委員会等に関する法律第２４条の議事参与の制限に該当しま

すので、    委員の一時退室をお願い致します。 

なお、先に番号６の採決をし、その後番号１～５と番号７の案件について採

決したいと思います。それでは、番号６の説明を事務局お願いします。 

 

事 務 局   それでは、    委員に関係します案件を先にご審議いただきたいと思い

ます。事務局から説明をさせていただきますので、よろしくお願いします。      

１６ページになります。 

       議案第３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可）の番号６番をお願いいたします。 

       地区 明合、申請者     、申請地 安濃町田端上野北浦    、台

帳地目 畑、現況地目 山林、面積 ５８０㎡。これにつきましては、山林へ

の転用申請でありますが、申述書のほうが添付されておりまして、２０年ほど

前に庭木育成のための畑として利用されていましたが、これらの庭木が年数の

経過とともに大木となり、山林化したとのことであります。農地区分は、第２

種農地と判断されます。 

       この案件につきまして、農地法第４条第２項各号には該当しないため、許可

要件の全てを満たしていると考えます。ご審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 

議  長   ありがとうございました。 

事務局の説明が終わりました。番号６について、地元委員の意見を伺いま

す。６番、明合。 

 

平井委員   ２３番 平井です。現地確認いたしましたが、全く問題ございませんので、

よろしくお願いいたします。 

 

議  長   異議なしということでございます。皆さん、いかがでございましょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。 

       それでは、異議なしと認め、番号６については許可をすることに決定をいた
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しました。 

           委員さん、入ってください。 

       それでは、番号１から５、７の説明を事務局のほうからお願いいたします。 

 

事 務 局   １６ページをお願いいたします。 

       番号１、地区 一身田、申請者 亡き    相続人     、申請地 

一身田豊野西田端    、台帳地目 田、現況地目 宅地、面積 ２１１㎡

です。これにつきましては、申請地を車庫用地とするものですが、平成１３年

に既にこの目的で転用されており、始末書の提出がありますことから追認しよ

うとするものです。農地区分は、第３種農地と判断されます。 

番号２、地区 上野、申請者     外１名、申請地 河芸町西千里西

浦    、台帳地目 畑、現況地目 山林、面積 ２７４㎡。 

これにつきましては、現地は既に山林化しておりまして、始末書の提出があ

りますことから追認しようとするものです。農地区分は、第２種農地と判断さ

れます。 

番号３、地区 草生、申請者     、申請地 安濃町草生小婦

化    、台帳地目・現況地目とも田で、面積 ９０９㎡、外１筆で、合計

面積１，２９９㎡。 

これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。パネル

設置面積は、のり面部分を除いた２６３．８４㎡で、転用面積の２０．３％に

当たります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

番号４、地区 草生、申請者     、申請地 安濃町草生野

端    、台帳地目 畑、現況地目 雑種地、面積 ７５７㎡、外２筆で、

合計面積９６１㎡。 

これにつきましては、先ほど議案第２号で許可を取り消しました案件の再申

請という形で、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。パネル設置面積

は３３５㎡で、転用面積の３４．８％に当たります。農地区分は第２種農地と

判断されます。 

       番号５ 地区 安濃、申請者     、申請地 安濃町内多池田   、

台帳地目・現況地目とも畑で、面積が５２５㎡のうち２７０㎡。 

これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。パネル

設置面積は１０８．８２㎡で、転用面積の４０．３％に当たります。農地区分

は第２種農地と判断されます。 

番号７ 地区 香良洲、申請者     、申請地 香良洲町宮新

田    、台帳地目・現況地目とも畑で、面積 ７９６㎡、外１筆で、合計

面積１，１３３㎡。 

これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地及び進入路用地とするも

のです。パネル設置面積は、進入路用地を除く部分のうち３０２．４㎡で、転

用面積の３７．９％に当たります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

以上、先にご審議いただきました６番を除きまして、件数は６件になりま

す。この６件の合計面積は４，４０３㎡、このうち田が１，５１０㎡、畑が

２，８９３㎡でございます。いずれの案件も農地法第４条第２項各号には該当

しないため、許可要件の全てを満たしていると考えます。 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明は終わりました。 
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       番号１～５と番号７について、地元委員の意見を伺います。１番、一身田。 

 

青木委員   ５番 青木です。１３日に地元各委員お願いして、立ち会いしていただきま

したが、事務局の説明どおり間違いありませんので、よろしくお願いします。 

 

議  長   ２番、上野。 

 

前田委員   １４番 前田です。事務局の説明どおり、問題ございません。 

 

議  長   ３番 ４番、草生。 

 

平井委員   ２３番 平井です。１１月１３日に部会長、会長、立ち会いのもとに現地確

認いたしました。問題ございませんので、よろしくお願いいたします。 

   ４番につきましては、先ほど議案第２号のほうとも関係いたしますので、

これにつきましても全く問題ございませんので、よろしくお願いいたします。 

 

議  長   ５番 安濃。 

 

中林委員   ２２番 中林。ただいま事務局の説明がありましたとおり、５２５㎡のうち

２７０㎡、太陽光発電施設用地ということで、異議はございません。 

 

議  長   ７番 香良洲。 

 

後藤委員   ４３番 後藤です。１１月１３日、部会長、また会長、事務局と現地確認を

していただきました。何ら問題はないということで、よろしくお願いします。 

 

議  長   地元委員さんからは異議のない旨の発言がございました。 

       番号１～５と番号７について、皆さんいかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは、異議なしと認め、１番から５番、７番について許可をすることに

決定いたしました。 

       次に、議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農

業委員会許可・所有権移転）事務局の説明をお願いいたします。 

 

事 務 局   １７ページをお願いいたします。 

議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可・所有権移転）でございます。 

番号１、地区 安東、受け人     、渡し人     、申請地 安東

町木若    、台帳地目・現況地目とも畑、面積６１０㎡です。 

これにつきましては、受け人は、渡し人から申請地を譲り受け、申請地を太

陽光発電施設用地とするものです。パネル設置面積は２２８．２㎡、転用面積

の３７．４％に当たります。農地区分は、第３種農地と判断されます。 

番号２、地区 椋本、受け人     、渡し人     、申請地 芸濃

町椋本藤ノ山    、台帳地目・現況地目とも畑で、面積 ４７３㎡、外１

筆で、合計面積が４９２㎡。 
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これにつきましては、受け人は、渡し人から申請地を譲り受け、一般個人住

宅用地とするものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

番号３、地区 安西、受け人     、渡し人     、申請地 芸濃

町萩野宮谷    、台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積 ５６㎡、外４筆

で、合計面積が２９９㎡。 

これにつきましては、受け人は、渡し人から申請地を譲り受け、資材置き場

用地とするものですが、昭和４２年ごろ、一部の土地に物置、便所が建築され

ておりまして、始末書の提出がありますことから追認しようとするものです。

農地区分は、第２種農地と判断されます。 

番号４、地区 安西、受け人     、渡し人     、申請地 芸濃

町小野平広垣内    、台帳地目・現況地目とも畑で、面積 ９７９㎡。 

これにつきましては、受け人は、渡し人から申請地を譲り受け、太陽光発電

施設用地とするものです。パネル設置面積は３４５．６㎡で、転用面積の    

３５．３％に当たります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

番号５、地区 安濃、受け人     、渡し人     、申請地 安濃

町安濃室ノ口    、台帳地目・現況地目とも畑で、面積 ３８４㎡。 

これにつきましては、受け人は、渡し人から申請地を譲り受け、一般個人住

宅用地とするものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

番号６、地区 明合、受け人     、渡し人     、申請地 安濃

町田端上野北浦    、台帳地目・現況地目とも畑で、面積 ４１９㎡。 

これにつきましては、受け人は、渡し人から申請地を譲り受け、太陽光発電

施設用地とするものです。パネル設置面積は４２２．４㎡で、隣接する土地を

含めた転用面積８１０㎡の５２．１％に当たります。農地区分は、第２種農地

と判断されます。 

番号７、地区 明合、受け人 株式会社    代表取締役     、使

用借り人 株式会社    代表取締役     、渡し人     外１

名、申請地 安濃町田端上野    、台帳地目・現況地目とも田、面積  

５８８㎡、外３筆で、合計面積５，００６㎡。 

これにつきましては、受け人は、渡し人から申請地を譲り受け、さらに株式

会社    と使用貸借契約をした上で、太陽光発電施設用地とするもので

す。パネル設置面積は２，３７４．４㎡で、転用面積の４７．４％に当たりま

す。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

以上、件数は７件、合計面積は８，１８９㎡、この内訳は、田が５，００６

㎡、畑が３，１８３㎡でございます。いずれの案件につきましても農地法第５

条第２項各号には該当しないため、許可要件の全てを満たしていると考えま

す。 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。 

       事務局の説明が終わりました。それでは、地元委員さんのご意見を伺いま

す。１番、安東。 

 

太田委員   ２番 太田です。１３日の日に事務局と北部地区の委員さんとで現地確認を

させていただきました。問題ございませんので、よろしくお願いいたします。 

 

議  長   ２番、椋本。３番、４番、安西。 
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田中委員   １６番 田中です。２番につきまして、隣接地には家が建っておりまして、

それの隣ということもあり、問題なかろうと思っております。３番につきまし

ては、事務局の説明どおり、問題ございません。４番、これも問題ございませ

ん。よろしくお願いします。 

 

議  長   ５番、安濃。６番、７番、明合。 

 

中林委員   ２２番 中林。５番は住宅用地として売り渡すものでございまして、何ら問

題はございません。 

       続きまして、６番、７番でございますが、６番、７番とも太陽光発電施設用

地で問題点はございませんので、許可をよろしくお願いいたします。 

 

議  長   地元委員さんからは異議のない旨の発言がございました。皆さん、いかがで

ございましょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。 

       それでは、異議なしと認め、議案第４号については、許可をすることに決定

いたしました。 

       次に、議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農

業委員会許可・賃貸借権）事務局の説明をお願いいたします。 

 

事 務 局   それでは、１８ページをお願いいたします。 

議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可・賃貸借権）でございます。 

番号１、地区 神戸、借り人     株式会社 代表取締役     、

貸し人     、申請地 野田林垣内    、台帳地目・現況地目とも畑

で、面積 ９３㎡です。 

これにつきましては、借り人は、貸し人と平成２７年５月１５日までの賃貸

借契約を締結し、申請地を    工事の資材置き場、仮設道路用地として一

時転用するものです。農地区分は、第３種農地と判断されます。 

番号２、地区 神戸、借り人 株式会社     代表取締役     、

貸し人     、申請地 野田二ノ坪    、台帳地目・現況地目とも田

で、面積 ２，６８０㎡のうち１，０００㎡。 

これにつきましては、借り人は、貸し人と４カ月間の賃貸借契約を締結し、

申請地を   工事の現場事務所、駐車場、資材置き場用地として一時転用す

るものです。農地区分は、農業振興地域の農用地区域になります。 

番号３、地区 草生、借り人     、貸し人     、申請地 安濃

町草生西相野    、台帳地目・現況地目とも田で、面積 １，４８１㎡。

 これにつきましては、借り人は、貸し人と２０年間の賃貸借契約を締結し、

申請地を太陽光発電施設用地とするものです。申請地へのパネル設置面積は 

６９１．２㎡、申請面積の４６．７％に当たります。農地区分は、第２種農地

と判断されます。 

以上、件数は３件で、合計面積は２，５７４㎡、このうち田が２，４８１
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㎡、畑が９３㎡でございます。いずれの案件につきましても農地法第５条第２

項各号には該当しないため、許可要件の全てを満たしていると考えます。 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。それでは、地元委員さんのご意見を伺いま

す。 

       １番、２番、神戸。 

 

池田委員   １番 池田です。１番は    工事に伴う資材置き場、２番は   工事

に伴う資材置き場ということで、何ら問題ありません。 

 

議  長   草生、３番。 

 

平井委員   ２３番 平井です。１１月１３日に部会長、会長立ち会いのもとに現地確認

を行いましたが、問題はございませんので、よろしくお願いします。 

 

議  長   地元委員さんからは異議のない旨の発言がございました。皆さん、いかがで

ございましょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   はい、ありがとうございます。 

それでは異議なしと認め、議案第５号については、許可をすることに決定い

たします。 

次に議案第６号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業

委員会許可・使用貸借）事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   それでは、議案書の１９ページをお願いいたします。 

議案第６号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可・使用貸借）でございます。 

番号１、地区 村主、借り人     、貸し人     、申請地 安濃

町今徳中出    、台帳地目・現況地目とも畑で、面積２７７㎡です。 

これにつきましては、借り人は、貸し人と期限を定めない使用貸借契約を締

結し、申請地を一般個人住宅用地とするものです。農地区分は、第２種農地と

判断されます。 

番号２、地区 安濃、借り人     、貸し人     、申請地 安濃

町太田具明    、台帳地目 田、現況地目 畑、面積 ３６０㎡。 

これにつきましては、借り人は、貸し人と期限を定めない使用貸借契約を締

結し、申請地を一般個人住宅用地とするものです。農地区分は、第２種農地と

判断されます。 

以上、件数は２件、合計面積は６３７㎡、この内訳は、田が３６０㎡、畑が

２７７㎡でございます。いずれの案件につきましても、農地法第５条第２項各

号には該当しないため、許可要件の全てを満たしていると考えます。 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。 

       それでは、地元委員さんのご意見を伺います。１番、村主。 
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平井委員   ２３番 平井です。事務局の説明どおり、全く問題ございませんので、よろ

しくお願いいたします。 

 

議  長   ２番、安濃。 

 

中林委員   ２２番 中林。事務局の説明どおりでございますので、許可することが妥当

だと思います。 

 

議  長   地元委員さんからは異議のない旨の発言がございました。皆さん、いかがで

ございましょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   はい、ありがとうございます。 

それでは異議なしと認め、議案第６号については、許可をすることに決定い

たします。 

次に別冊でお配りしました議案第７号 農業経営基盤強化促進法第１８条の

規定による農用地利用集積計画の決定について事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   それでは、議案第７号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用

地利用集積計画の決定についてでございます。 

別冊の津市農用地利用集積計画をお願いします。 

それでは、説明をさせていただきます。 

表紙の次のページで、農用地利用集積計画地区別集計表のほうをごらんいた

だきたいと思います。下の合計欄のほうで説明をさせていただきます。 

まず、津地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で３８９，８５４㎡、

畑の賃貸借で５９１㎡、契約件数は１５９件でございます。 

河芸地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で５１，９３５．９１㎡、

畑の使用貸借で１，６１４㎡、契約件数は１６件でございます。 

安濃地区につきましては、田の賃貸借で１８８，５０８㎡、畑の賃貸借、使

用貸借で１３，４７１㎡、契約件数は４２件でございます。 

芸濃地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で１５，０５５㎡、畑の賃

貸借で２１８㎡、契約件数は７件でございます。 

美里地区につきましては、田の使用貸借で２，９８２㎡、契約件数は２件で

ございます。 

香良洲地区につきましては、集積はございませんでした。 

以上、合計で田の集積が、賃貸借、使用貸借を合わせまして 

６４８，３３４．９１㎡、畑の集積が、賃貸借、使用貸借を合わせまして  

１５，８９４㎡、合計契約件数は２２６件、合計面積は 

６６４，２２８．９１㎡となっております。 

次に、認定農業者への集積状況でございます。 

地区別の認定農業者への集積は、津地区が８０件、河芸地区２件、安濃地区

３２件、芸濃地区２件、合計で１１６件、合計面積で５１９，８６４㎡でござ

います。今回提出させていただきました利用集積計画につきましては、農業経

営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。 
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以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明は終わりました。皆さん、いかがでございましょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。 

       それでは、異議なしと認め、農業経営基盤法第１８条に規定による農用地利

用集積計画の決定について、適正であると認め、市長に進達をすることにいた

します。 

       以上をもちまして、本部会に付議されました案件の審議は全て終了いたしま

した。 

以上で第１１回第１農地部会を終了いたします。 
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上記は、第１１回第１農地部会の議事を録したものである。 

 

  平成２６年１１月２０日 

 

                     議事録署名者              

 

                     議事録署名者              

 


